
  

 
 

令和２年度 社会福祉法人指導監査結果 
 
社会福祉法人 寿老福祉会 
指導監査実施年月日 令和２年１１月２１日 
指導監査種別 一般監査 
文書による指摘の有無  有 

文書による指摘の内容
／改善状況 

・評議員会の日時及び場所等が理事会の決議により定められていないので、 
是正すること。 

・評議員会の招集通知に必要事項が記載されていないので、是正すること。 
・評議員会の報告・決議があったとみなされる場合に、評議員全員の同意の 
意思表示の書面又は電磁的記録がないので、是正すること。 

・理事の就任の意思表示があったことが就任承諾書等により確認できない 
ので、是正すること。 

・監事の選任に関する評議員会の議案について、監事の過半数の同意を得て 
いないので、是正すること。 

・監事の就任の意思表示があったことが就任承諾書等により確認できない 
ので、是正すること。 

・理事及び監事の全員に期限までに理事会の招集通知が発出されていない。 
・理事会の決議を要する事項について決議が行われていないので是正するこ 
と。 

・理事会の決議があったとみなされる場合に、理事全員の同意の意思表示及 
び監事が異議を述べていないことを示す書面又は電磁的記録がないので、 
是正すること。 

・理事に委任されている範囲が理事会の決定において明確に定められていな 
いので、是正すること。 

・理事会の議事録が作成されていないので、是正すること。 
・理事の報酬等の額が定款で定められていない場合であって、評議員会の決 
議により定められていないので、是正すること。 

・監事の報酬等の額が定款で定められていない場合であって、評議員会の決 
議により定められていないので、是正すること。 

・補正予算の編成が必要と認められる、軽微な範囲とは言えない乖離につい 
て、補正予算が編成されていないので、是正すること。 

・指導監査時点において、期限までに変更登記が行われておらず、かつ、 
変更登記の手続きが行われていないので、是正すること。 
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改善済 
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改善状況報告書の提出
有無等 

有  
所轄庁が指導監査結果通知を発出した日：令和２年１１月２４日  
法人が改善状況報告書を提出した日     ：令和３年１月１２日 



  

 
 

※上記指導監査結果は、社会福祉法人寿老福祉会の法人運営に関するものです。（法人が経営する施設・サービスに対する検査
結果ではありません。） 

※改善状況は、改善状況報告書提出日時点の状況を示します。（「改善中」と表示されていても、その後、改善済となっている場 
合があります。） 

 
 
社会福祉法人 寿老福祉会が経営する事業の種別・名称等 
社会福祉事業 
事業種別 事業の種類 名称 
１種 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス） 特別養護老人ホーム寿老の里 
２種 老人短期入所（短期入所生活介護） 特別養護老人ホーム寿老の里 

 

 


